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�愛媛県告示第６７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

令和６年７月２日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

�愛媛県告示第６７７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。

令和６年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広
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名 称 住所又は事務所の所在地 委託した公金事務 指 定 日 委託をした日 委 託 期 間

ニッテレ債権回収株式会社 東京都港区芝浦三丁目１６番２０
号

母子父子寡婦福祉資金貸付金
の元利償還金の未収金収納事
務

令和６年６月２８日 令和６年７月１日
令和６年７月１日から

令和９年６月３０日まで

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
今治市玉川町龍岡上字力石甲７００番２地先から

同市玉川町龍岡上字四天神道下甲６３３番３地先まで
令和６年７月２日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 保 圭一朗 松山市樽味４丁目４－１８

毎週（火・金）曜日発行 第５２２号 令和６年７月２日

令和６年７月２日火曜日 第５２２号

令和６年７月２日 発行


